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◆平成24年度実施内容

庁舎の整備に関して、修繕では対応できない比較的大きな整備工事等を実施した。

　・南（東）庁舎3階の議場、委員会室、全協室における音響設備の更新工事を施工した。

市民駐車場用地の一部を購入した。

　・小牧市堀の内三丁目60番1　273.19㎡

◆平成24年度直接経費の内訳

　消耗品費（15千円）

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

市庁舎を利用する市民（来庁者）及び庁舎内で業務を行う者（職員等）が庁舎を利用しやす

いよう庁舎施設を整備し、市庁舎の利便性の向上を図る。
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　消耗品費（15千円）

　設計監理委託料（3,885千円）

　庁舎維持補修工事費（76,125千円）

　用地購入費（25,925千円）

◆平成25年度直接経費の内訳

　設計委託料（旧庁舎解体等工事設計委託料、地質調査委託料）（15,200千円）

　庁舎維持補修工事費（2,200千円）
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事業実施におけ

る課題

庁内における整備の場合は、業務に支障にならないよう連絡調整と周知を徹底し、敷

地にかかる整備の場合には影響が想定される近隣住民などへの調整が必要となる。
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達成状況

議会運営に必要な音響設備の更新工事を適切に行うことができた。
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事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２５年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

平平平平

成成成成

２２２２

６６６６

年年年年

度度度度

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性
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の改善案

旧本庁舎の解体工事を施工するにあたり、解体後の跡地を以後の小牧山整備事業

へ円滑に引き渡せるよう調整を行う。本庁舎、東庁舎及び庁舎敷地については、市民

がさらに利用しやすく、また職員の働く環境がより快適になるような意見を取り入れ、

庁舎の施設整備を検討する。
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庁舎維持の観点から今後も補修工事は必要であることから現状維持と判定した。判定理由

判　定　理　由

維　持

旧庁舎の解体工事の設計にあたり関係課との調整を密に行う。

庁舎維持補修工事は市民サービスや庁舎の安全管理に直結するため早期に着手す

る。

維　持

庁舎の利便の低下を招き、市民サービスが低下する。
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